
 
 

資  料 

報道機関への資料配布日時 令和５年４月２４日（月）１５時００分 

 

タイトル 
北海道地球温暖化防止対策条例改正説明会＆事業者のゼロカーボン 

北海道セミナーについて 

内 容 

（目的・趣旨） 

１ 日時・場所 

  別紙のとおり。後志総合振興局では、5月 17 日（水）14 時から後志総合振

興局 2 階講堂で開催します。 

２ 内容 

  ・ゼロカーボン北海道の意義とメリットについて 

  ・改正条例について 

  ・温室効果ガス排出量削減の事業者の取組事例紹介  など 

   詳細は別紙のとおり 

３ 説明会参加申込方法 

  次の URLのページから申込をよろしくお願いします。 

  https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=YtYD9Mq9 

参考  

報道解禁 テレビ・ラジオ・インターネット   月   日（ ）    時以降 

新聞   月   日（ ）    刊以降 

■なし 

☐あり 

報道（取材）に 

当たってのお願い 

○ ゼロカーボン北海道の実現には道民や事業者の方々のご協力が必要となります

ので、多くの方々にご参加いただけるよう、積極的な報道をお願いします。 

○ 説明会資料は当日会場で配布します。 

道政記者クラブ

との同時発表 

■なし（環境生活部ゼロカーボン推進室では、4月 20日に情報提供しています。） 

☐あり 

所管課・係 

後志総合振興局保健環境部環境生活課 担当 課長 中村 佳弘 

〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北１条東２丁目 

TEL ０１３６－２３－１３５２  FAX ０１３６－２２－５８３５ 

【ポイント】 

○令和５年（2023 年）３月、北海道地球温暖化防止対策条例（通称：ゼロ 

カーボン北海道推進条例）が改正されました。 

○事業者、市町村、道民の皆様を対象に、ゼロカーボン北海道推進条例の 

改正概要やゼロカーボン北海道の意義やメリットについてご理解いただ 

くための説明会を開催します。 

○説明会は道内１４カ所において、会場での説明とオンライン（ＺＯＯＭ） 

を併用して開催します。 

（今回のセミナーは、今年度中に複数回にわたり開催する予定の連続セ 

ミナーの第１回目です。） 

ゼロカーボン北海道とは 

 温室効果ガス排出量と吸収量の均衡が保たれ、環境保全・経済発展・生活の向上が図られた持続可能で

活力ある北海道 

https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=YtYD9Mq9

